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１．税務カレンダー（2024年１月の税務）
２．‘税’であっても税理士業務対象外の印紙税その他の税
３．銀行が取るリスクとリターン

～トピックス～

1月10日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
（年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月22日までに納付）

1月31日
●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●11月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税＞
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞
●5月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税＞（半期分）
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告＜消費税・地方消費税＞
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告（9月決算法
人は2ヶ月分）＜消費税・地方消費税＞
●給与支払報告書の提出

○給与所得者の扶養控除等申告書の提出（本年最初の給与支払日の前日）
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付（第4期分）
（1月中において市町村の条例で定める日）

いつもお世話になっております。

年の瀬も間近になって参りました。
今年も一年、ありがとうございました。どうぞよいお年をお迎え下さい。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。



“税”であっても税理士業務対象外の印紙税その他の税

◆“税”のことなら税理士に聞け!?
紙の契約書を作成したり、5万円以上の金額を受領し

たりした際に貼り付けて消印（割り印）を押しておか
なければならないのが印紙税です。それを忘れて税務
調査で指摘を受けると、最大で納付すべき印紙税×3倍
の本税＋過怠税が発生します。重いです。
“この文書の作成には印紙の貼付が必要か?金額はい

くらか?”となると関与先会社は、“税のことだから顧
問税理士に聞け”となります。問い合わせを受けると何
とか調べて回答しますが、じつは税理士はよくわかっ
ていません。業務対象外なのです。

◆印紙税は税理士業務の対象としない租税
税理士が業務の対象とする税は、税理士法で決まっ

ています。「税理士は、他人の求めに応じ、租税に関
し、税務代理や税務書類の作成及び税務相談を行うこ
とを業とする」と決められていますが、その対象とさ
れる租税から、印紙税は除かれています。
万一、印紙税で税務上の問題が発生しても、税理士

は納税代理人となれません。
他に除かれている税金は、登録免許税、自動車重量

税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、

特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税及び法定外
目的税です。登録免許税や自動車重量税そして関税な
ども一般の事業会社にもなじみのある税金ですが、税
理士業務の対象外です。
「法定外税」とは、地方税法に定めがなく、各地方

自治体の条例で定められる地方税です。具体的には、
法定外普通税では「核燃料税（原発のある都道府
県）」他、法定外目的税では、「宿泊税（東京都）」、
「産業廃棄物税（多くの都道府県）」他があります。

◆印紙税等税理士業務外は会社主体で調べる
会社の儲けに対して課税される法人税や事業税・法

人住民税は税理士業務であることが明らかですが、そ
の他の税金でもわからないことがあったら、まずは顧
問の税理士に聞いてみましょう。たぶん、業務対象外
と前提を示したうえで、何らかの解説や説明はしてく
れるものと思います。
ただし、印紙税などの税理士業務の対象外の税金に

ついては、税理士は責任を負えません。あくまでも会
社が主体となって納税関係の対応に当たることになり
ます。不明点は、国税庁のサイトをよく読み、税務署
に相談するなどしてください。

年末年始休業のお知らせ

恐れ入りますが
令和5年12月２９日（金）～令和6年１月３日（水）は

年末年始の休業とさせていただきます。
令和６年１月４日（木）より通常営業いたします。

よろしくお願いします。



ビジネス上のほとんどの収益（リターン）はリスクを取る対価として発生します。銀行の本業である貸出収益に対す
るリスクは、大きくクレジットリスクと期間リスクとに分解することができます。

クレジットリスクとは貸出先の個別の信用状態に起因する貸し倒れに対するリスクです。100％安全な貸出先とい
うのはありません。どんな貸出先にも、大なり小なり破綻するリスクが存在します。その対価として金利を受け取り
ます。したがって、信用度が高い貸出先の融資は金利が低く、信用度が低いと金利は高くなります。

信用度に応じて金利が変わるということは、銀行が資金を調達する場合にもあてはまります。現在、銀行が預金者
から預かる金利には大きな差はありませんが、銀行が市場から資金を調達する場合は、信用度が高い銀行ほど低い金
利で資金を集められます。

もし、銀行が預金ではなく、すべて市場から資金を調達して、その資金を原資に貸出を行うとしましょう。市場で
は銀行も一般企業も同様に信用による格付けが行われ、金利は段階的に差がついています。そのため、銀行が貸出に
より利ザヤを確保するためには、自らが市場で調達した金利より、高い金利を付けることができる信用力が劣る企業
に貸出を行わなければなりません。つまり、銀行が自分より使用力の高い企業、例えばトヨタ、あるいは国にカネを
貸しても逆ザヤになるだけで、儲かるわけはないのです。

銀行が取るリスクとリターン その１

だから、銀行は自分より信用度の低い企業に貸出を行い、収益を獲得してきたのですが、カネ余りの中でどこの銀行
も事情は同じですから、そうした信用度の低い企業に対する貸出が増加しました。そうすると、競争原理から信用リ
スクの高い企業に対する貸出の金利が下がってきます。世界的低金利の中、優良企業に対する貸出金利はほとんどゼ
ロに近づき、下げ余地がなくなっていますから、かつて存在したクレジットリスクに応じた金利差が徹底的に圧縮さ
れ、銀行のリターンも減少しているのです。

ただ、優良企業に対する貸出でも収益を上げることができる場合があります。それは期間リスクを取ることです。
貸出期間が⾧いほど、貸倒リスクは高まりますから、金利は高くなります。銀行預金は1年以内の短期が大部分なの
で、10年とかの⾧期貸出を行えば、利ザヤが獲得できるはずです。ですから、かつては期間10年の国債を購入すれ
ば、国の信用度は当該国内で最高級に位置づけられるので、クレジットリスクのリターンは望めなくても、期間リス
クに応じたリターンは取れたのです。ところが、⾧期貸出金利の指標となるこの⾧期国債の金利は、民間の購入に加
え、異次元の金融緩和に伴う日銀の購入によるインパクトで、かなり低くなっています。その結果、期間リスクに応
じたリターンも縮小しています。

このように、カネ余りと日銀の金融緩和政策が銀行の収益機会をことごとくつぶしてきており、現状の金利体系は
リスクに応じたリターンとは言えない状況です。経済的に平穏な状態が続けばいいのですが、ひとたび企業の破綻懸
念が顕在化すれば、たちどころに銀行経営は苦しくなることが予想されます。銀行はこれからのビジネスモデルをど
う描くのかが問われています。（了）

銀行が取るリスクとリターン その２


